
金
華
山
鳥
獣
保
護

区 名

称

第

五

百

三

十

八

号

令

和

六

年

十

一

月

一

日

岐
阜
市
湊
町
地
内
の
国
道
二
五
六
号
の
長
良
川
に
架
か
る
長
良
橋
左
岸

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
長
良
川
左
岸
堤
防
道
路
を
東
進
し
市
道
上
材
木

町
鏡
岩
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
県
道
上
白
金
真
砂
線
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
市
道
お
山
下
菊
川
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
市
道
日
野
本
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
東
南
進
し
市
道
日
野
中
一
号
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南

進
し
国
道
一
五
六
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
国
道
を
東
進
し
市
道
日
野
中

五
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
東
南
進
し
県
道
岐
阜
巣
南
大
野

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
市
道
城
望
町
東
興
線

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し
月
ノ
会
町
二
丁
目
の
道

路
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
道
を
東
進
し
金
華
山
山
麓
に
沿
う
道

路
と
水
路
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
進
し
た
後
西
進
し

市
道
伊
奈
波
通
り
一
丁
目
本
町
一
丁
目
線
、
市
道
本
町
一
丁
目
大
宮
町
二

丁
目
線
を
経
て
、
国
道
二
五
六
号
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
進
し

起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

区

域

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
の
更
新

(

環
境
生
活
政
策
課)

四
四
一
ペ
ー
ジ

○
特
別
保
護
地
区
の
指
定

(

同

)

四
四
四

○
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
指
定

(

同

)

四
四
五

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
四
七

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

四
四
八

公

示

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

(
農
地
整
備
課)

四
四
八

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(
古
川
土
木
事
務
所)

四
四
八

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
八
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間
を
更
新
す
る
の

で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

存
続
期
間
を
更
新
す
る
鳥
獣
保
護
区
の
名
称
及
び
区
域

令和６年11月１日 岐 阜 県 公 報 第 538 号( 441 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
六
年
十
一
月
一
日
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笹
平
鳥
獣
保
護
区

水
嶺
湖
鳥
獣
保
護

区 船
附
鳥
獣
保
護
区

舟
伏
山
鳥
獣
保
護

区 鳥
羽
川
鳥
獣
保
護

区

加
茂
郡
白
川
町
大
字
三
川
字
笹
山
地
内
の
町
道
太
田
尾
線
と
林
道
加
茂

東
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
斜
面
を
南
西
進
し
頂
上
に
至
り
、

同
所
か
ら
尾
根
を
西
北
進
し
同
大
字
字
平
鍋
と
字
笹
山
と
の
境
界
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
境
界
を
北
進
し
大
字
和
泉
字
白
草
と
大
字
三
川
字
笹
山
と
の

境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
東
進
し
町
道
柳
島
笹
平
線
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
町
道
を
東
南
進
し
笹
平
開
発
道
路
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
開

発
道
路
を
北
東
進
し
た
後
東
南
進
し
林
道
大
平
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
南

進
し
林
道
加
茂
東
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
西
進
し
起
点
に
至
る

大
垣
市
上
石
津
町
地
内
の
市
道
打
上
二
〇
号
線
と
岐
阜
県
と
三
重
県
と

の
境
界
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
作
業
道
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
作
業
道
を
東
進
し
終
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
岐
阜
県
と
三
重
県
と
の
境
界(

標
高
二
六
三
メ
ー
ト
ル)

に
通
ず
る
歩

道
を
南
進
し
同
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
南
進
し
県
道
時
下
野

尻
線
と
の
交
点
を
経
た
後
西
北
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
大
垣
市
横
曽
根
地
内
の
国
道
二
五
八
号
と
県
道
羽
島
養
老
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
福
束
大
橋
を
経
て
県
道
今
尾

大
垣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
県
道
安
八
海
津

線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
県
道
養
老
平
田
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
今
尾
橋
を
経
て
町
道
根
古

地
今
尾
橋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
北
進
し
国
道
二

五
八
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
進
し
起
点
に
至
る
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

山
県
市
大
字
神
崎
地
内
の
舟
伏
山
登
山
道
と
本
巣
市
根
尾
松
田
に
通
ず

る
歩
道
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
歩
道
を
西
進
し
本
巣
市
と

の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
西
北
進
し
た
後
北
東
進
し
舟
伏
山

三
角
点(
一
、
〇
四
〇
・
三
メ
ー
ト
ル)

に
至
り
、
同
所
か
ら
山
県
市
大

字
神
崎
字
大
舟
伏
と
字
橋
ヶ
谷
と
を
分
け
る
稜
線
を
東
進
し
舟
伏
山
登
山

道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
登
山
道
を
東
南
進
し
た
後
南
進
し
起

点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

山
県
市
大
字
西
深
瀬
地
内
の
鳥
羽
川
に
架
か
る
隠
山
橋
の
右
岸
を
起
点

と
し
、
同
所
か
ら
市
道
一
三
〇
九
〇
号
線
を
北
進
し
、
市
道
一
九
〇
〇
一

号
線
へ
入
り
、
同
市
大
字
大
桑
字
東
川
地
内
の
市
道
二
〇
〇
〇
四
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
出
合
橋
を
渡
り
市
道
一
八
〇
〇
一
号
線
を
南

進
し
椎
倉
川
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道
一
四
〇
九
五
号
線
に
渡
り
同
市
道

を
南
進
し
隠
山
橋
に
至
り
、
同
橋
を
渡
り
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域

恵
那
峡
鳥
獣
保
護

区 松
野
鳥
獣
保
護
区

納
古
山
鳥
獣
保
護

区

恵
那
市
大
井
町
烏
帽
子
岩
地
内
の
県
道
毛
呂
窪
姫
栗
線
と
県
道
恵
那
蛭

川
東
白
川
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
た
後

東
進
し
和
田
川
に
架
か
る
安
弘
見
橋
及
び
中
津
川
市
蛭
川
と
の
境
界
を
経

て
市
道
田
原
奥
渡
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し

た
後
東
進
し
市
道
蛭
川
一
〇
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
進
し
市
道
蛭
川
一
二
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
東
進
し
オ
オ
グ
テ
歩
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
歩
道
を

北
東
進
し
市
道
一
之
瀬
木
積
沢
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
西
進
し
市
道
蛭
川
九
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
東
進
し
市
道
蛭
川
九
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

可
児
郡
御
嵩
町
次
月
地
内
の
国
道
二
一
号
と
町
道
上
之
郷
六
六
号
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
た
後
北
東
進
し
町
道
上

之
郷
二
九
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
東
南
進
し
瑞
浪
市

と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
東
進
し
東
海
自
然
歩
道(

支

線)

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
自
然
歩
道
を
北
東
進
し
市
道
平
岩
・

御
嵩
線(

東
海
自
然
歩
道
本
線)

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
東
進
し
県
道
恵
那
御
嵩
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東

南
進
し
市
道
平
岩
六
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
南
進

し
県
道
大
西
瑞
浪
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
南
進
し

市
道
平
岩
柄
石
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市
道

平
岩
・
松
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
瑞
浪

市
日
吉
町
字
郷
上
と
字
狸
岩
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜

線
を
南
西
進
し
同
大
字
字
狸
岩
と
字
湯
平
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
稜
線
を
南
西
進
し
同
大
字
字
西
山
一
五
二
七
番
地
と
一
五
二
八

番
地
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
南
西
進
し
柄
石
峠

を
経
て
土
岐
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
西
北
進
し
御
嵩

町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
西
北
進
し
国
道
二
一
号
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
進
し
た
後
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域

加
茂
郡
川
辺
町
と
同
郡
七
宗
町
と
の
境
界
と
林
道
牧
ヶ
洞
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北
進
し
同
林
道
終
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
尾
根
沿
い
の
歩
道
を
西
北
進
し
一
ノ
峠
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
歩
道

を
南
西
進
し
林
道
横
谷
線
終
点
を
経
た
後
西
北
進
し
三
角
点(

三
八
一
・

〇
メ
ー
ト
ル)

に
至
り
、
同
所
か
ら
歩
道
を
北
東
進
し
同
町
と
の
境
界
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
東
進
し
納
古
山
山
頂
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

境
界
を
北
進
し
作
業
道
木
和
谷
洞
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境

界
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域



二

鳥
獣
保
護
区
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

鳥
獣
保
護
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

令和６年11月１日 岐 阜 県 公 報 第 538 号( 443 )

五
色
ヶ
原
鳥
獣
保

護
区

北
ノ
俣
鳥
獣
保
護

区 付
知
中
央
南
鳥
獣

保
護
区

高
山
市
丹
生
川
町
久
手
地
内
の
国
道
一
五
八
号
と
薬
師
谷
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
進
し
県
道
乗
鞍
公
園
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
同
市
奥
飛�
温
泉
郷
と
の
境
界
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
東
南
進
し
県
道
乗
鞍
公
園
線
に
至
り
、
同
所
か

飛�
市
神
岡
町
大
字
打
保
地
内
の
金
木
戸
国
有
林
二
〇
五
〇
林
班
い
、

ろ
、
は
及
び
と
の
各
小
班
、
二
〇
五
一
林
班
よ
、
た
及
び
れ
の
各
小
班
、

二
〇
五
二
林
班
る
及
び
わ
の
各
小
班
、
二
〇
五
三
林
班
ろ
、
は
及
び
イ
の

各
小
班
、
二
〇
五
四
林
班
ろ
、
は
、
に
、
ほ
、
へ
、
イ
及
び
ロ
の
各
小
班
、

二
〇
五
五
林
班
は
、
に
及
び
イ
の
各
小
班
、
二
〇
五
七
林
班
ろ
、
は
及
び

イ
の
各
小
班
、
二
〇
六
六
林
班
は
、
に
及
び
イ
の
各
小
班
、
二
〇
六
七
林

班
は
、
に
及
び
イ
の
各
小
班
並
び
に
二
〇
六
八
林
班
は
、
に
及
び
イ
の
各

小
班
の
区
域

中
津
川
市
付
知
町
字
黒
川
地
内
の
市
道
黒
川
中
野
線
と
市
道
付
知
一
一

一
号
線
と
国
道
二
五
七
号
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

西
南
進
し
県
道
越
原
付
知
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西

北
進
し
市
道
付
知
一
〇
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

西
北
進
し
県
道
越
原
付
知
線
を
経
て
市
道
中
屋
野
尻
線
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
西
北
進
し
市
道
付
知
一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
市
道
を
東
南
進
し
市
道
新
田
中
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
尾
ヶ
平
向
山
線
と
の
交
点
を
経
た
後
東
南

進
し
市
道
付
知
六
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
南

進
し
市
道
付
知
九
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西

進
し
市
道
新
田
中
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し

市
道
黒
川
中
野
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
起

点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

北
進
し
市
道
蛭
川
八
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東

南
進
し
中
津
川
市
高
山
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
南
進
し

一
之
瀬
川
右
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
東
南
進
し
木
曽
川
右
岸

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
東
南
進
し
木
曽
川
に
架
か
る
旧
美
恵
橋

の
北
詰
め
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
橋
の
南
詰
め
に
至
り
、
同
所
か
ら
市
道

坂
本
二
二
五
号
線
を
南
進
し
県
道
恵
那
苗
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
県
道
を
南
西
進
し
市
道
源
済
五
ッ
峯
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
五
ッ
峯
中
畑
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
、
恵
那
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境

界
を
東
南
進
し
Ｊ
Ｒ
中
央
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
線
を
南
西

進
し
市
道
寺
平
的
ヶ
屋
敷
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西

北
進
し
県
道
恵
那
蛭
川
東
白
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道

を
西
北
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

舟
伏
山
鳥
獣
保
護

区 鳥
羽
川
鳥
獣
保
護

区 金
華
山
鳥
獣
保
護

区 名

称

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 集
団
渡
来
地

の
保
護
区

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 指
定
区
分

ら
同
県
道
を
南
進
し
国
指
定
北
ア
ル
プ
ス
鳥
獣
保
護
区
と
の
境
界(

乗
鞍

国
有
林
一
二
〇
林
班
西
側
の
境
界)

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
南
進

し
同
市
高
根
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
西
北
進
し
同
市

朝
日
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
西
北
進
し
丸
黒
山
三
角

点(

一
、
九
五
六
・
三
メ
ー
ト
ル)

を
経
て
乗
鞍
国
有
林
一
一
八
林
班
の

西
側
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
進
し
沢
之
上
谷
川
に
架
か

る
林
道
岩
井
谷
線
の
旧
平
金
鉱
山
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
東
南

進
し
岩
井
谷
水
源
地
に
至
り
、
同
所
か
ら
谷
を
東
南
進
し
貯
水
池
に
至
り
、

同
所
か
ら
管
理
歩
道
を
北
進
し
池
之
俣
発
電
所
に
至
り
、
同
所
か
ら
池
之

俣
御
輿
谷
を
東
進
し
乗
鞍
国
有
林
一
〇
〇
林
班
の
西
側
境
界
に
至
り
、
同

所
か
ら
同
谷
と
久
手
御
越
谷
と
を
分
け
る
稜
線
を
西
北
進
し
三
角
点(

一
、

四
八
四
・
四
メ
ー
ト
ル)

に
至
り
、
同
所
か
ら
飛
騨
ほ
お
の
き
平
ス
キ
ー

場
西
側
の
民
有
林
と
の
境
界
を
北
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

当
該
地
域
は
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
、
広
葉
樹
林

が
分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
ツ
キ
ノ

ワ
グ
マ
、
イ
ノ
シ
シ
、
カ
モ
シ
カ
、
ヤ
マ
ド
リ
を
は
じ
め

と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の

保
護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
マ
ガ
モ
、
コ
ガ
モ
、
ヨ
シ
ガ
モ
、
ス
ズ
ガ

モ
を
は
じ
め
と
す
る
渡
り
鳥
が
集
団
渡
来
す
る
重
要
な
河

川
を
含
む
地
域
で
あ
り
、
多
種
多
様
な
渡
り
鳥
が
飛
来
し

て
利
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、

当
該
区
域
を
利
用
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
岐
阜
市
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、
多

様
な
針
葉
樹
及
び
広
葉
樹
が
群
生
す
る
林
相
の
変
化
に
富

む
地
域
で
あ
り
、
メ
ジ
ロ
、
ウ
グ
イ
ス
、
マ
ヒ
ワ
、
タ
ヌ

キ
、
ノ
ウ
サ
ギ
、
イ
タ
チ
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な

鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定

し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

指

定

目

的



岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

特
別
保
護
地
区
の
名
称
及
び
区
域

第 538 号 岐 阜 県 公 報 令和６年11月１日 ( 444 )

付
知
中
央
南
鳥
獣

保
護
区

恵
那
峡
鳥
獣
保
護

区 松
野
鳥
獣
保
護
区

納
古
山
鳥
獣
保
護

区 笹
平
鳥
獣
保
護
区

水
嶺
湖
鳥
獣
保
護

区 船
附
鳥
獣
保
護
区

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 身
近
な
鳥
獣

生
息
地
の
保

護
区

身
近
な
鳥
獣

生
息
地
の
保

護
区

集
団
渡
来
地

の
保
護
区

当
該
地
域
は
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
、
広
葉
樹
林

が
分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
カ
シ
ラ

ダ
カ
、
ア
ト
リ
、
キ
ツ
ネ
、
ノ
ウ
サ
ギ
を
は
じ
め
と
す
る

多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保

当
該
地
域
は
、
中
津
川
市
、
恵
那
市
に
ま
た
が
る
木
曽

川
河
畔
を
中
心
と
す
る
常
緑
広
葉
樹
林
、
コ
ナ
ラ
林
、
ア

カ
マ
ツ
林
等
が
分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ

り
、
ヤ
マ
ド
リ
、
オ
シ
ド
リ
、
リ
ス
、
タ
ヌ
キ
を
は
じ
め

と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の

保
護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
ア
カ
マ
ツ
林
、
落
葉
広
葉
樹
林
等
が
分

布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
テ
ン
、
ア
ナ

グ
マ
、
ニ
ホ
ン
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣

が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、

当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
ス
ギ
、
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
及
び
広
葉
樹

林
が
分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
オ
オ

タ
カ
、
ヤ
マ
ド
リ
、
イ
ノ
シ
シ
、
ノ
ウ
サ
ギ
を
は
じ
め
と

す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥

獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保

護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
広
葉
樹
が
樹
生
す
る
地
域
で
あ
り
、
キ

ジ
、
コ
ジ
ュ
ケ
イ
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が

生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当

該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
森
と
湖
自
然
公
園
と
な
っ
て
い
る
湖
と

森
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
り
、
マ
ガ
モ
、
コ
ガ
モ
、
イ
ノ

シ
シ
、
タ
ヌ
キ
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生

息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該

区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
マ
ガ
モ
、
コ
ガ
モ
、
ヒ
ド
リ
ガ
モ
を
は

じ
め
と
す
る
渡
り
鳥
の
中
継
地
と
し
て
重
要
な
河
川
で
あ

り
、
多
種
多
様
な
渡
り
鳥
が
中
継
地
と
し
て
利
用
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
を
利

用
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

松
野
特
別
保
護
地

区 金
華
山
特
別
保
護

地
区 名

称

五
色
ヶ
原
鳥
獣
保

護
区

北
ノ
俣
鳥
獣
保
護

区

可
児
郡
御
嵩
町
次
月
地
内
の
国
道
二
一
号
と
町
道
上
之
郷
六
六
号
と
の

交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
た
後
北
東
進
し
町
道
上

之
郷
二
九
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
東
南
進
し
瑞
浪
市

と
の
境
界
を
越
え
市
道
松
野
湖
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
東
南
進
し
松
野
湖
余
水
吐
を
南
西
進
し
可
児
川
沿
い
の
散
歩
道
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
散
歩
道
を
南
西
進
し
御
嵩
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
境
界
を
南
西
進
し
国
道
二
一
号
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
進
し

金
華
山
国
有
林
三
一
八
○
林
班
か
ら
三
一
八
七
林
班
ま
で
の
各
林
班
の

区
域

区

域

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区

当
該
地
域
は
、
天
然
針
葉
樹
林
及
び
天
然
広
葉
樹
林
が

分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
ヒ
ガ
ラ
、

オ
オ
ル
リ
、
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
、
ノ
ウ
サ
ギ
を
は
じ
め
と
す

る
多
種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣

保
護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護

を
図
る
。

当
該
地
域
は
、
天
然
針
葉
樹
林
及
び
天
然
広
葉
樹
林
が

分
布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
ラ
イ
チ
ョ

ウ
、
ク
マ
タ
カ
等
の
希
少
鳥
獣
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多

様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
鳥
獣
保
護
区
に

指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を
図
る
。

護
区
に
指
定
し
、
当
該
区
域
に
生
息
す
る
鳥
獣
の
保
護
を

図
る
。



二

特
別
保
護
地
区
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

三

特
別
保
護
地
区
の
保
護
に
関
す
る
指
針

岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条

第
十
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

禁
止
す
る
特
定
猟
具
の
種
類

銃
器

二

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
名
称
及
び
区
域
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北
ノ
俣
特
別
保
護

地
区

恵
那
峡
特
別
保
護

地
区

松
野
特
別
保
護
地

区 金
華
山
特
別
保
護

地
区 名

称

北
ノ
俣
特
別
保
護

地
区

恵
那
峡
特
別
保
護

地
区

森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 森
林
鳥
獣
生

息
地
の
保
護

区 指
定
区
分

飛�
市
神
岡
町
大
字
打
保
地
内
の
金
木
戸
国
有
林
二
〇
五
四
林
班
イ
小

班
、
二
〇
五
五
林
班
イ
小
班
、
二
〇
五
七
林
班
イ
小
班
及
び
二
〇
六
六
林

班
イ
小
班
の
区
域

大
井
ダ
ム
か
ら
旧
美
恵
橋
跡
に
至
る
木
曽
川
の
水
面
の
区
域

た
後
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

当
該
地
域
は
、
樹
高
の
低
い
ハ
イ
マ
ツ
林
や
高
山
性
の

低
茎
草
地
が
分
布
す
る
地
域
で
あ
り
、
ラ
イ
チ
ョ
ウ
、
ク

マ
タ
カ
等
の
希
少
鳥
獣
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥

当
該
地
域
は
、
コ
ナ
ラ
林
、
ア
カ
マ
ツ
林
等
が
分
布
す

る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
ホ
シ
ハ
ジ
ロ
、
カ

ワ
ア
イ
サ
、
オ
オ
バ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多
様
な
鳥

獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境
と

な
っ
て
い
る
大
井
ダ
ム
湖
の
当
該
区
域
に
つ
い
て
、
特
別

保
護
地
区
に
指
定
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

当
該
地
域
は
、
ア
カ
マ
ツ
林
、
落
葉
広
葉
樹
林
等
が
分

布
す
る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
テ
ン
、
ニ
ホ

ン
リ
ス
、
ア
カ
ゲ
ラ
、
カ
ケ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
多
種
多

様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
良
好
な
鳥
獣
の
生
息

環
境
と
な
っ
て
い
る
松
野
湖
周
辺
の
当
該
区
域
に
つ
い
て
、

特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す

る
。 当

該
地
域
は
、
多
様
な
針
葉
樹
及
び
広
葉
樹
が
群
生
す

る
林
相
の
変
化
に
富
む
地
域
で
あ
り
、
ア
ナ
グ
マ
、
ア
カ

ゲ
ラ
、
ヤ
マ
ガ
ラ
、
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
を
は
じ
め
と
す
る
多

種
多
様
な
鳥
獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
良
好
な
鳥
獣
の

生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る
ス
ダ
ジ
イ
、
ツ
ブ
ラ
ジ
イ
と
い
っ

た
照
葉
樹
の
極
相
林
及
び
ヒ
ノ
キ
の
天
然
林
が
発
達
し
て

い
る
国
有
林
の
当
該
区
域
に
つ
い
て
、
特
別
保
護
地
区
に

指
定
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す
る
。

指

定

目

的

池
辺
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

京
ヶ
洞
特
定
猟
具

使
用
禁
止
区
域

名

称

養
老
郡
養
老
町
瑞
穂
地
内
の
町
道
有
尾
横
屋
一
号
線
と
町
道
田
粗
大
セ

ン
タ
ー
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
町
道
有
尾
横
屋
一
号
線
を

北
進
し
県
道
小
倉
烏
江
大
垣
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を

山
県
市
大
字
高
富
地
内
の
市
道
一
四
〇
〇
一
号
線
と
同
市
大
字
東
深
瀬

と
同
市
大
字
高
富
と
を
分
け
る
稜
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら

同
稜
線
を
北
東
進
し
た
後
東
南
進
し
岐
阜
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
境
界
を
東
南
進
し
市
道
一
一
二
一
三
号
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
西
進
し
市
道
一
一
一
九
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
西
進
し
山
県
市
大
字
高
富
字
松
洞
及
び
字
京
ヶ
洞
と
同
大
字
字
大
北

及
び
字
井
戸
洞
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
北
進
し

た
後
西
北
進
し
市
道
一
一
一
九
一
号
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西

北
進
し
市
道
一
一
一
九
〇
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

北
東
進
し
市
道
一
一
一
八
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
西
北
進
し
市
道
〇
一
〇
〇
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
東
進
し
市
道
一
一
一
八
七
号
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北

東
進
し
た
後
西
北
進
し
て
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

区

域

獣
が
生
息
し
て
い
る
。
特
に
良
好
な
鳥
獣
の
生
息
環
境
と

な
っ
て
い
る
北
ノ
俣
岳
稜
線
沿
い
の
当
該
区
域
に
つ
い
て
、

特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
鳥
獣
の
生
息
環
境
を
保
全
す

る
。
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梨
割
山
特
定
猟
具

坂
戸
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

広
見
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

森
部
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

加
茂
郡
富
加
町
大
字
大
山
地
内
の
町
道
三
―
一
―
一
線
と
県
道
五
八
号

可
児
市
坂
戸
地
内
の
可
児
川
左
岸
と
市
道
塩
坂
戸
線
と
の
交
点
を
起
点

と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
県
道
御
嵩
犬
山
線
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
県
道
を
北
進
し
戸
走
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
東
進
し
起

点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

可
児
市
下
恵
土
地
内
の
可
児
川
右
岸
と
市
道
五
一
七
六
号
線
と
の
交
点

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
船
岡
沢
渡
線
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
船
岡
上
屋
敷
線
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
北
東
進
し
県
道
御
嵩
犬
山
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北

東
進
し
可
児
郡
御
嵩
町
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
南
西
進

し
可
児
川
右
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
石
森
橋
を
南
進
し
市
道
上
野
瀬
田
線

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
南
進
し
市
道
三
二
六
九
号
線
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
市
道
広
見
柿
田
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
南
西
進
し
市
道
石
井
上
野
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進

し
県
道
御
嵩
可
児
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
進
し
市
道
可
児
公

園
平
貝
戸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
南
進
し
県
道
多
治
見
八
百

津
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
進
し
県
道
土
岐
可
児
線
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
県
道
を
西
北
進
し
市
道
田
尻
吹
ヶ
洞
線
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
南
進
し
久
々
利
川
左
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
左
岸
を
東
進

し
森
本
橋
に
至
り
、
同
所
か
ら
東
海
自
然
歩
道
を
南
進
し
市
道
田
尻
吹
ヶ

洞
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進
し
久
々
利
川
右
岸
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
西
進
し
可
児
川
右
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右

岸
を
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

安
八
郡
安
八
町
大
森
地
内
の
長
良
川
に
架
か
る
羽
島
大
橋
下
の
あ
ん
ぱ

ち
パ
ブ
リ
ッ
ク
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
東
側
沿
い
の
畦
道
を
起
点
と
し
、
同
所
か

ら
同
畦
道
を
北
東
進
し
、
同
町
森
部
地
内
の
同
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
北
端
に

至
り
、
同
所
か
ら
一
三
三
メ
ー
ト
ル
北
東
進
し
、
同
畦
道
の
分
岐
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
南
東
進
し
長
良
川
右
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
沿

い
に
南
西
進
し
羽
島
大
橋
下
に
至
り
、
同
所
か
ら
北
西
進
し
起
点
に
至
る

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

東
進
し
町
道
根
古
地
三
ツ
屋
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を

東
南
進
し
町
道
瑞
穂
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
南

進
し
町
道
瑞
穂
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し

五
三
川
左
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
を
横
断
し
町
道
大
場�
段
一
号
線

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
町
道
有
尾
一
六
号
線
と
の
交
点
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
町
道
有
尾
一
七
号
線
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
町
道
を
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

西
洞
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

市
場
紋
原
特
定
猟

具
使
用
禁
止
区
域

八
幡
・
高
野
・
大

矢
田
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

使
用
禁
止
区
域

郡
上
市
高
鷲
町
西
洞
地
内
の
国
道
一
五
六
号
と
中
村
谷
と
の
交
点
を
起

点
と
し
、
同
所
か
ら
同
谷
を
北
西
進
し
旧
西
ノ
野
林
道
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
林
道
を
東
進
し
市
道
下
野
新
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
市
道
を
西
北
進
し
市
道
西
洞
ひ
る
が
の
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
市
道
を
北
進
し
叺
谷
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
谷
を
西
北

進
し
白
山
国
立
公
園
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
進
し
大

日
ヶ
岳
登
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
登
山
道
を
東
進
し
三
角

点(

一
、
三
五
六
・
三
メ
ー
ト
ル)

を
経
て
南
東
進
し
同
登
山
道
口
に
至

り
、
同
所
か
ら
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
南
西
進
し
林
道
下
ノ
叺
線
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
南
東
進
し
市
道
ぜ
ん
ま
い
二
号
と
の
交
点

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
東
進
し
国
道
一
五
六
号
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
関
市
洞
戸
大
野
地
内
の
県
道
美
濃
洞
戸
線
と
市
道
幹
二
―
三
○
二
号
線

と
の
交
点
に
あ
る
下
洞
戸
橋
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し

板
取
川
右
岸
の
堤
防
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
西
進
し
洞
戸
橋
に

至
り
、
同
所
か
ら
県
道
美
濃
洞
戸
線
を
東
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲

ま
れ
た
区
域

美
濃
市
大
矢
田
地
内
の
県
道
岐
阜
美
濃
線
と
市
道
大
矢
田
・
武
芸
線
と

の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
進
し
関
市
と
の
境
界
を

経
て
市
道
幹
二
―
五
一
三
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

西
進
し
市
道
一
五
―
二
八
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道

を
北
進
し
市
道
一
五
―
三
二
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市

道
を
北
進
し
市
道
幹
一
―
五
○
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同

市
道
を
東
進
し
市
道
幹
一
―
五
○
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら

同
市
道
を
西
北
進
し
同
市
武
芸
川
町
八
幡
字
池
ノ
洞
と
同
大
字
字
岡
ノ
上

及
び
字
松
洞
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜
線
を
北
進
し
美

濃
市
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
東
南
進
し
市
道
大
矢
田
・

武
芸
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り

囲
ま
れ
た
区
域

線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
進
し
関
市
と
の
境
界

に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
東
進
し
同
町
と
美
濃
加
茂
市
と
の
境
界
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
東
南
進
し
た
後
南
西
進
し
県
道
九
七
号
線
と

の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
西
進
し
町
道
七
―
一
―
一
線
と
の

交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
北
進
し
町
道
三
―
一
―
一
線
と
の
交

点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
町
道
を
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ

た
区
域



三

特
定
猟
具
使
用
禁
止
区
域
の
存
続
期
間

令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

令和６年11月１日 岐 阜 県 公 報 第 538 号( 447 )

明
智
西
山
特
定
猟

具
使
用
禁
止
区
域

分
根
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

蛭
川
東
特
定
猟
具

使
用
禁
止
区
域

�
倉
・
天
狗
山
特

定
猟
具
使
用
禁
止

区
域

恵
那
市
明
智
町
太
田
地
内
の
県
道
上
仁
木
明
智
線
と
市
道
明
智
九
八
号

線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
南
西
進
し
月
ノ
平
林
道

と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
西
北
進
し
瑞
浪
市
と
の
境
界
に

恵
那
市
岩
村
町
分
根
地
内
の
市
道
岩
村
一
六
六
号
線
と
市
道
岩
村
一
八

二
号
線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
市
道
岩
村

二
○
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
北
進
し
市
道
岩

村
二
○
五
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
北
進
し
市
道

岩
村
一
七
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
北
進
し
市

道
岩
村
一
三
九
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
北
進
し

市
道
岩
村
一
二
八
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
進
し

た
後
西
進
し
国
道
二
五
七
号
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北

進
し
市
道
岩
村
一
○
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北

東
進
し
市
道
札
の�
八
本
木
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

東
進
し
市
道
岩
村
一
三
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を

南
進
し
市
道
岩
村
一
四
四
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
市
道
を
南
進
し
市

道
岩
村
一
六
七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
市

道
岩
村
一
六
六
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し

起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

中
津
川
市
蛭
川
字
鳩
吹
地
内
の
市
道
蛭
川
七
二
号
線
と
市
道
鳩
吹
矢
柱

線
と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
猿
飛
橋
東
端

に
至
り
、
同
所
か
ら
和
田
川
左
岸
を
西
北
進
し
県
道
中
野
方
苗
木
線
に
架

か
る�
屋
橋
東
端
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
東
進
し
市
道
蛭
川
二

七
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
蛭
川
三

一
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し
市
道
蛭
川
三

二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
進
し
市
道
蛭
川
三
三

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東
南
進
し
市
道
蛭
川
三
八

号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
西
進
し
県
道
恵
那
蛭
川

東
白
川
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
東
南
進
し
た
後
南
進

し
市
道
蛭
川
七
二
号
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し

た
後
西
北
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

郡
上
市
白
鳥
町
地
内
の
県
道
石
徹
白
前
谷
線
と
桧
峠
大
日
ヶ
岳
登
山
道

と
の
交
点
を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
県
道
を
北
西
進
し
民
有
林
二
四
九

林
班
と
民
有
林
二
五
〇
林
班
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北

東
進
し
民
有
林
二
四
九
林
班
と
二
五
一
林
班
と
の
境
界
に
至
り
、
同
所
か

ら
同
境
界
を
北
東
進
し
民
有
林
二
四
八
林
班
と
二
五
二
林
班
と
の
境
界
に

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
東
進
し
民
有
林
と
国
有
林
と
の
境
界
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
南
進
し
大
日
ヶ
岳
登
山
道
と
の
交
点
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
登
山
道
を
南
西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

道
路
の
種
類 金

山
中
学
校
特
定

猟
具
使
用
禁
止
区

域 初
矢
特
定
猟
具
使

用
禁
止
区
域

路
線
名

区

間

下
呂
市
金
山
町
金
山
地
内
の
市
道
本
町
下
原
線
に
架
か
る
境
橋
南
詰
め

を
起
点
と
し
、
同
所
か
ら
馬
瀬
川
右
岸
を
南
東
進
し
飛�
川
右
岸
に
至
り
、

同
所
か
ら
同
川
右
岸
を
南
東
進
し
菅
田
川
左
岸
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
川

左
岸
を
西
進
し
国
道
四
一
号
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
北
西
進
し
た

後
北
東
進
し
市
道
金
山
駅
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
東

進
し
市
道
本
町
妙
見
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
西
進

し
市
道
本
町
下
原
線
と
の
交
点
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
北
東
進
し

起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

下
呂
市
乗
政
地
内
の
市
道
乗
政
一
○
号
線
と
林
道
初
矢
線
と
の
交
点
を

起
点
と
し
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
西
進
し
深
谷
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
谷

を
南
進
し
乗
政
区
と
宮
地
区
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
稜

線
を
西
進
し
後
洞
三
角
点(

七
七
○
・
九
メ
ー
ト
ル)

に
至
り
、
同
所
か

ら
乗
政
区
と
小
川
区
と
を
分
け
る
稜
線
を
北
西
進
し
た
後
北
東
進
し
初
矢

峠
を
経
て
同
市
乗
政
黒
秀
字
ワ
ラ
ビ
ガ
サ
コ
及
び
字
蕨
ヶ
野
と
同
市
乗
政

字
水
上
、
字
中
西
洞
及
び
字
権
太
郎
沢
と
を
分
け
る
稜
線
に
至
り
、
同
所

か
ら
同
稜
線
を
南
東
進
し
林
道
初
矢
線
に
至
り
、
同
所
か
ら
同
林
道
を
北

西
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

至
り
、
同
所
か
ら
同
境
界
を
北
進
し
た
後
北
東
進
し
国
道
三
六
三
号
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
国
道
を
東
南
進
し
市
道
明
智
九
八
号
線
と
の
交
点
に
至

り
、
同
所
か
ら
同
市
道
を
南
進
し
起
点
に
至
る
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考



岐
阜
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課

及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第

四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
六
年
十
一
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
凍
結
防
止
剤
(塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
)

計
1,107,000kg

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
６
年
８
月
23日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
６
年
10月
３
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
高
山
市
問
屋
町
39番
地

株
式
会
社
瀬
木
油
店

代
表
取
締
役
瀬
木
孫
八
郎

６
落
札
金
額
65,406,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
総
務
課
管
理
調
整
係

�
所
在
地
飛�
市
古
川
町
上
野
617番

地
１
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

四
百
十
七

号 路
線
名

四
百
十
七

号

大
垣
市
中
野
町
二
丁
目
七
三
番
一

地
先
か
ら

同

市
河
間
町
五
丁
目
五
〇
〇
番

九
地
先
ま
で

区

間

大
垣
市
中
野
町
二
丁
目
七
三

番
一
地
先
か
ら

同

市
河
間
町
五
丁
目
五
〇

〇
番
九
地
先
ま
で

大
垣
市
中
野
町
二
丁
目
七
〇

番
地
先
か
ら

同

市
河
間
町
五
丁
目
五
七

七
番
二
地
先
ま
で

後
Ｂ

前
Ａ�、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･�令
和�･��･� 供

用
開
始

の
期
日

�、���･� ���･�令
和�･��･� 備

考

(
区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か) Ａ

及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う起
点
の

変
更

公

示

え
な
土
地
改
良
区

施

行

者

名

え

な

土

地

改

良

区

施
行
に
係
る
地
区
名

令
和

六
・
一
〇
・
二
二

認

可

年

月

日

令
和
六
年
十
一
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


